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広報あがの

お知らせ版
2026（令和8年）3.15号広報あがの

お知らせ版
No.

300
主　
要　
連　
絡　
先

■略字の見方
日日＝日時・期間　場場＝場所・会場　内内＝内容
対対＝対象　　　  定定＝定員　　　    ￥￥＝参加費等
講講＝講師　  　  　持持＝持ち物　　   他他＝その他　
申申＝申し込み  　 問問＝問い合わせ
先着…先着順　  抽選…応募多数の場合抽選
※対対誰でも、定定なし、￥￥無料、申申不要の場合は記載なし

（例）（例）
IDID==1234

◀ �記事の最後に記載されている ID を市
ホームページのページ ID 検索欄に入力
すると、簡単に該当ページを見つけるこ
とができます。

安 田 支 所  ☎ 68‐3000
安田公民館・体育館  ☎ 68‐3006

京ヶ瀬支所  ☎ 67‐2111
市立図書館  ☎ 67‐2500

阿賀野市役所  ☎ 62‐2510
水原総合体育館  ☎ 62‐0656
水原公民館  ☎ 62‐2028
あがの市民病院  ☎ 62‐2780
上下水道局  ☎ 62‐2159
消 防 本 部  ☎ 62‐0119

笹 神 支 所  ☎ 62‐4141
笹 神 体 育 館  ☎ 61‐2111
ふれあい会館  ☎ 63‐8019     

問  問   商工観光課 観光係　☎ 62‐2510（内線 2343、2345）

開催期間：4 月 4 日（土）～ 19 日（日）　主催＝市観光協会開催期間：4 月 4 日（土）～ 19 日（日）　主催＝市観光協会

新江さくらマルシェ

瓢湖さくらまつり

4 月 12 日 日  午前 9 時 30 分～午後 3 時午前 9 時 30 分～午後 3 時

場所 瓢湖湖畔瓢湖湖畔

交通規制交通規制＝�＝�新江用水路砂山交差点付近砂山橋から上流部約 200m
　　　　�※ �開催期間中、新江用水路左岸側が通行止めになります。

 夜間ライトアップ夜間ライトアップ
日日 4 月 4 日（土）～ 19 日（日）
　午後 6 時 30 分～ 8 時 30 分
※�開花状況により、期間を変更する場合あり
場場 �新江大橋下流部、瓢湖湖畔（ぼんぼり設置）、

五頭山麓うららの森

4 月   4 日 土  ～ 19 日 日
午前 10 時 30 分～午後 8 時午前 10 時 30 分～午後 8 時

キッチンカー
出店

新江用水路桜並木新江用水路桜並木（砂山橋～井上建設の間）（砂山橋～井上建設の間）場所

キッチンカー
出店

イベント
テント等出店

イベント
テント出店

キッチンカー・イベントテント出店についてキッチンカー・イベントテント出店について
①天候によって出店しない場合があります。　②市観光協会の許可なく、出店はできません。

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
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ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　
し

催
　
　
し

市特産品や飲食物などの販売市特産品や飲食物などの販売内容

内容 水原銘菓・市特産品などの販売水原銘菓・市特産品などの販売

市内の桜の名所
五頭山麓うららの森、新江用水路桜並木、
瓢湖湖畔、瓢湖白鳥公園、天朝
山公園など詳細は右記二次元
コードから確認してください。

4 月 4 日     5 日       午前午前 110 時 30 分0 時 30 分  ～～  午後 8 時午後 8 時土 日
4 月 11 日       12 日       午前午前 110 時 30 分0 時 30 分  ～～  午後 8 時午後 8 時日土

4 月 4 日     ～ 19 日 
午前 1午前 10 時 30 分0 時 30 分～午後 8 時～午後 8 時

日土
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手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System

転
出
届
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
！

転
出
届
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
！

住
民
票
の
住
民
異
動
届
を

忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う

　
住
民
票（
住
民
基
本
台
帳
）は
、

住
所
や
転
入
出
状
況
、
世
帯
構

成
な
ど
を
記
録
・
証
明
す
る
も

の
で
す
。
選
挙
や
就
学
、
国
民

健
康
保
険
、
国
民
年
金
、
介
護

保
険
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

基
本
と
な
り
ま
す
。
住
所
を
変

更
し
た
場
合
は
、
忘
れ
ず
に
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
市
民
生
活
課 

市
民
係　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
１
１
５
）

IDID
＝＝
２
５
６
８

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度
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集
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集
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て
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・
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健
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ス
ポ
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ツ
く
ら
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く
ら
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・
相
談

催
　
　
し

催
　
　
し

市
文
化
活
動
支
援
協
議
会

市
文
化
活
動
支
援
協
議
会

植
物
の
講
座
４

「
植
物
の
形
を
読
む
」

　　

植
物
の
形
に
は
一
定
の
規
則

性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
理
解

す
る
と
、
植
物
を
見
る
目
が
変

わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ハ
ナ

ミ
ズ
キ
や
ス
ミ
レ
な
ど
、
具
体

的
な
例
を
挙
げ
て
話
し
ま
す
。

日日
３
月
28
日
（
土
）
午
後
1
時
30

分
～
３
時
30
分　
場場
水
原
公
民
館 

定定
40
人
先
着　

講講
森
田
竜
義
氏

（
新
潟
大
学
名
誉
教
授
、
元
教
育

学
部
長
）　
主
管
＝

主
管
＝
あ
が
の
ボ
タ

ニ
カ
ル
ア
ー
ト
の
会　
申申
・
問問
水

原
公
民
館　
☎
62
‐
２
０
２
８　

申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
３
月
25
日
（
水
）

第第
2929
回回  

こ
い
の
ぼ
り
大
作
戦

こ
い
の
ぼ
り
大
作
戦

こ
い
の
ぼ
り
作
り

参
加
者
募
集

日日
６
月
13
日
（
土
）
～
21
日
（
日
）

※
開
会
式
・
セ
レ
モ
ニ
ー
は
あ
り
ま

せ
ん
。　

場場
道
の
駅
あ
が
の  

募募

集
数
＝
集
数
＝
60
匹 

先
着　
申申
申
込
書
に

代
表
者
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
、
参
加
団
体
名
、
申
し
込
み
数

を
記
入
し
水
原
公
民
館
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
早
め
に
材
料
配
布
を

希
望
す
る
人
は
、
配
布
希
望
を
申

込
書
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込

書
は
提
出
先
に
あ
り
ま
す
。　
問問

こ
い
の
ぼ
り
を
泳
が
せ
る
実
行
委
員

会 

石
川　
☎
０
９
０
‐
２
２
１
８

‐
０
１
８
２　

申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝ 

５
月
8
日
（
金
）

あ
が
の
音
市
楽
座

あ
が
の
音
市
楽
座

縁
Ｊ
Ｏ
Ｙ
瓢
湖
！

青
空
オ
ー
プ
ン
ス
テ
ー
ジ

　
ピ
ア
ノ
、弾
き
語
り
、ダ
ン
ス
、

お
笑
い
な
ど
を
野
外
音
楽
堂
で

の
オ
ー
プ
ン
ス
テ
ー
ジ
で
披
露

し
た
い
人
大
募
集
！

日日
４
月
12
日
（
日
）
正
午
～
受
け

付
け　
場場
瓢
湖
水
き
ん
公
園
野
外

ス
テ
ー
ジ　
申申
弾
き
語
り
な
ど
個

人
演
奏
は
当
日
受
け
付
け
（
先
着

順
）、
ダ
ン
ス
チ
ー
ム
な
ど
５
人
以

上
の
団
体
は
事
前
申
し
込
み
が
必

要
で
す
。
詳
細
は
下

記
二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
問問
あ
が
の
音
市
楽
座 

堀
川　

☎
０
８
０
‐
４
９
５
２
‐
０
６
７
９

届出のとき届出のとき いつまでにいつまでに 必要なもの必要なもの

転入届転入届 市内に住所
を移したとき

転入した日から
14 日以内

・�マイナンバーカードま
たは転出証明書

・届出人の本人確認書類
・�家の権利書または確認

申請書（借家の場合は
契約書）

転出届転出届

市外に住所
を移すとき

転出予定日の
前後 14 日以内

・届出人の本人確認書類
・�印鑑登録証（登録して

いる人のみ）

マイナンバーカード（有効な署名用電子証明書が搭載され
ているもの）を持っている人は、マイナポータルからオン
ラインでの転出届出が可能です。
詳細は右記二次元コードから確認してください。
※�届出後に転入先市区町村の窓口で転入届
の手続きが必要です。

転居届転居届
市内で住所
が変わった
とき

転居した日から
14 日以内

・届出人の本人確認書類
・�家の権利書または確認

申請書（借家の場合は
契約書）

※�住所異動のあった人で、マイナンバーカード・資格確認書（国民健康
保険・後期高齢者医療）・介護保険証を持っている人は持参してくだ
さい。

※�本人または同一世帯の人以外の人が手続きするときは、委任状が必要です。
※マイナンバーカードの住所変更には暗証番号の入力が必要です。
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◎日時 3 月 29 日   　3 月 29 日   　  午前 8 時 30 分～正午午前 8 時 30 分～正午日

春の臨時窓口春の臨時窓口  をを  開設開設  しますします
（市役所のみ、支所では開設しません）（市役所のみ、支所では開設しません）

　３・４月の年度替わりの時期、混雑緩和のため臨時窓口を開設します。

※�これらの業務以外は、取り扱いできません。詳細は、
担当の係へ問い合わせてください。

※�下線　　が引かれたものは、マイナン
バーカードがあればコンビニエンススト
アでも取得できます。詳細は右記二次元
コードから確認してください。

　市民生活課
◎ 市民係　
・・��住民異動届（転入、転出、転居）の受け付け
・・��住民票、除票の交付
・・��戸籍謄本、抄本、除籍、改製原戸籍、附票、身分

証明書の交付
・・��印鑑登録・廃止、印鑑登録証明書の交付
・・��パスポートの交付
・・��マイナンバーカードの申請、交付、更新、健康保険

証の利用登録、公金受け取り口座の登録など

＜注意事項＞
・・手続きの際は、本人確認書類を持参してください。
本人確認書類＝�本人確認書類＝�マイナンバーカード、運転免許

証またはパスポートなど
※�学生などでこれらの証明書がない場合は、健

康保険の資格確認書と併せて学生証（写真付
きのもの）を持参してください。

・�・�転入・転居の場合は、マイナンバーカードを
持参してください（持っている人）

�住所などの記載事項を変更する場合は、暗証番
号の入力が必要です。
・�・�マイナンバーカード申請に必要なもの
�本人確認書類（運転免許証、健康保険の資格確
認書など 2 点）、通知カードまたは個人番号通
知書、マイナンバーカード交付申請書（持って
いる人）、顔写真（縦 4.5cm ×横 3.5cm、最近
6 カ月以内に撮影、正面・無背景のもの。市役
所で申請する場合は、無料で写真を撮影します。）

　税務課
◎ 収税係　
・・��市税の収納・納税相談
・・��課税（所得）証明書・納税証明書の交付

　高齢福祉課（４月 1 日以降は福祉支援課 介護保険係）（４月 1 日以降は福祉支援課 介護保険係）

◎ �介護保険係　
・・��住民異動に伴う介護保険の手続き
・・��介護保険料の納付・納付相談

　健康推進課（４月 1 日以降は福祉支援課 保険年金係）（４月 1 日以降は福祉支援課 保険年金係）

◎ 国保年金係　
・・��国民健康保険の加入・脱退の手続き
・・��国民健康保険の資格確認書などの再交付

◎ 後期高齢係　
・・��住民異動に伴う後期高齢者医療の手続き
・・��後期高齢者医療の資格確認書などの再交付
・・��後期高齢者医療保険料の納付・納付相談

健康推進課（�４月 1 日以降はこども課 子育て支援係、（�４月 1 日以降はこども課 子育て支援係、
予防接種は福祉支援課 健康づくり係）予防接種は福祉支援課 健康づくり係）

◎ 子育て係　
・・��転入に伴う乳幼児の健診および予防接種に関す

る手続き、転入に伴う妊婦健診受診票・妊産婦
医療費助成の手続き

社会福祉課（�４月1日以降は福祉支援課 障がい福祉係）（�４月1日以降は福祉支援課 障がい福祉係）

◎ �障がい福祉係　
・・��身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳の手続き
・・��知的障害児・者手当、特別障害者手当など、特

別児童扶養手当の手続き
・・��重度心身障害者医療費助成、自立支援医療（更

生医療、育成医療、精神通院医療）などの給付
の手続き

社会福祉課（４月 1 日以降はこども課 こども福祉係）（４月 1 日以降はこども課 こども福祉係）

◎ �児童福祉係
・・��児童手当、児童扶養手当の手続き
・・��子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成

の手続き
・・��こども園・保育園の入退園の相談
・・��保育料の納付・納付相談

◎取扱業務
4 月4 月 1 日 　  1 日 　    午後 5 時 15 分～ 7 時午後 5 時 15 分～ 7 時水

募
　
　
集
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集
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て
・
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育

子
育
て
・
教
育

健
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・
福
祉

健
康
・
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ポ
ー
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ツ
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ら
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談

く
ら
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・
相
談

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　
し

催
　
　
し

問問市役所 代表番号　☎ 62‐2510
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催
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・
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・
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企業発見フェア in あがの
参加企業募集！

　市内企業の合同説明会「企業発見フェア in あがの」にて、
自社の魅力を直接高校生へ案内しませんか。

６月18 日（木）午後１時 30 分～３時 30 分
（午後１時～受け付け）
水原総合体育館

市内に本社または事業所を有する企業

日日

場場

対対
32 社　※応募多数の場合、選考します定定

申申 右記二次元コードから開催要項を確認し、申し込んで
ください。

問問 商工観光課　商工振興係　 ☎ 62‐2510（内線 2352） 

昨年の様子

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System
令
和
８
年
度

令
和
８
年
度

土
地
・
家
屋
縦
覧
帳
簿
が

縦
覧
で
き
ま
す

　　

土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税

納
税
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
・

種
類
・
面
積
・
価
格
を
記
載
し

た
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

日日
4
月
１
日（
水
）～
30
日（
木
）

午
前
8
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

場場
市
役
所
１
階 

税
務
課 

問問
税
務
課 

資
産
税
係　

☎
62
‐

２
５
１
０　
IDID
＝＝
7
７
２
０

令
和
８
年
度

令
和
８
年
度

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
を
手

数
料
な
し
で
閲
覧
で
き
ま
す

　
4
月
１
日（
水
）～
30
日（
木
）

に
限
り
、
コ
ピ
ー
代
の
み
で
閲

覧
で
き
ま
す
。（
１
枚
10
円
）

対対
固
定
資
産
の
所
有
者
、
固
定

資
産
税
の
納
税
義
務
者
、
借
地

借
家
人
な
ど

必
要
書
類
＝

必
要
書
類
＝
本
人
確
認
書
類
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証

な
ど
）、
委
任
状
（
所
有
者
以
外
）、

賃
貸
借
契
約
書
類
（
借
地
借
家
人
）

問問
税
務
課 

資
産
税
係　

☎
62
‐

２
５
１
０　
IDID
＝＝
7
７
２
０

軽
自
動
車
継
続
検
査
申
請

軽
自
動
車
継
続
検
査
申
請

納
税
証
明
書
の
提
示
を

省
略
で
き
ま
す

　
軽
自
動
車
税
種
別
割
（
以
下
、

軽
自
動
車
税
）
の
納
付
状
況
が
、

電
子
シ
ス
テ
ム
上
で
確
認
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

継
続
検
査
の
申
請
手
続
き
の
際

に
納
税
証
明
書
の
提
示
が
、
原

則
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
従
来
口
座
振

替
で
軽
自
動
車
税
を
納
付
し
た

人
に
送
付
し
て
い
た
口
座
振
替

口
座
振
替

納
付
済
通
知
書
兼
納
税
証
明
書

納
付
済
通
知
書
兼
納
税
証
明
書

（
継
続
検
査
用
）
は
、
令
和
８
年

（
継
続
検
査
用
）
は
、
令
和
８
年

度
分
か
ら
送
付
し
ま
せ
ん
。

度
分
か
ら
送
付
し
ま
せ
ん
。

※�

納
付
か
ら
継
続
検
査
ま
で
期

間
が
短
い
な
ど
電
子
的
に
確

認
で
き
な
い
場
合
は
、
従
来

ど
お
り
納
税
証
明
書
の
提
示

が
必
要
で
す
。
交
付
を
希
望

す
る
場
合
は
税
務
課
窓
口
、

各
支
所
に
て
交
付
し
ま
す
。

問問
税
務
課 

収
税
係　

☎
62
‐

２
５
１
０　
IDID
＝＝
１
５
０
５
６

不
用
に
な
っ
た
公
用
車
を

売
却
し
ま
す

売
却
物
品
＝

売
却
物
品
＝
２
ト
ン
ダ
ン
プ
１
台

（
平
成
16
年
）、
グ
レ
ー
ダ
１
台
（
昭

和
51
年
）
売
却
方
法
＝

売
却
方
法
＝
一
般
競
争

入
札
（
最
低
売
却
価
格
以
上
の
金

額
で
、
最
も
高
い
金
額
を
提
示
し

た
人
に
売
却
）　

申申
必
要
書
類
を

市
役
所
２
階 

管
財
課
に
持
参
ま
た

は
簡
易
書
留
で
郵
送
（
〒
９
５
９

‐
２
０
９
２ 

住
所
不
要
）
し
て
く

だ
さ
い
。　

他他
詳

細
は
、
管
財
課
ま
た

は
下
記
二
次
元
コ
ー

ド
に
掲
載
の
実
施
要
領
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
問問
管
財
課 

財
産
管

理
係　
☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
２
８
２
）
申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
３
月
27

日
（
金
）
※
郵
送
の
場
合
は
必
着

申込期間＝ 4 月 1 日（水）～ 17 日（金）

 2 トンダンプ

 グレーダ
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募募  

　
集
　
集  

令
和
８
年
度

令
和
８
年
度

新
潟
県
警
察
官
採
用
試
験

◎◎��

募
集
職
種
・
試
験
方
法
・
採

募
集
職
種
・
試
験
方
法
・
採

用
月
用
月

〇�

警
察
官
A
（
大
学
卒
業
者
）・

教
養
試
験
・
令
和
９
年
４
月

・
男
性
警
察
官
A
…
54
人
程
度

・
女
性
警
察
官
A
…
18
人
程
度

〇�

警
察
官
A
（
大
学
卒
業
者
）・

Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
・
令
和
９
年
４
月

・
男
性
警
察
官
A
…
25
人
程
度

・
女
性
警
察
官
A
…
8
人
程
度

〇�

警
察
官
B
（
大
学
卒
業
者
以

外
）・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
・
令
和
８
年

10
月

・
男
性
警
察
官
B
…
25
人
程
度

・
女
性
警
察
官
B
…
8
人
程
度

◎
一
次
試
験
日

◎
一
次
試
験
日

教
養
試
験
…

教
養
試
験
…
５
月
10
日
（
日
）

SS
Ｐ
Ｉ
３
…

Ｐ
Ｉ
３
…
４
月
25
日
（
土
）

～
５
月
10
日
（
日
）
の
う
ち
受

験
者
が
選
択
す
る
日

他他
受
験
資
格
や
申
し
込
み
方
法

な
ど
詳
細
は
下
記

二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
確
認
、
ま
た
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。　

問問
新
潟
県
警
察
本
部 

警
務
課 

採
用
係　

☎
０
２
５
‐
２
８
０

‐
０
３
３
４
、
阿
賀
野
警
察
署

☎
63
‐
０
１
１
０

ピ
ア
ノ
と
遊
ぼ
う

会
員
募
集

　

ピ
ア
ノ
が
弾
け
な
く
て
も
、

楽
譜
が
読
め
な
く
て
も
大
丈

夫
！
講
師
が
優
し
く
教
え
ま
す
。

　
私
た
ち
と
一
緒
に
楽
し
み
ま

せ
ん
か
。

日日
毎
月
第
２
・
第
４
月
曜
日  

午
後
1
時
～
3
時　

 

場場
市
福

祉
会
館
「
遊
戯
室
」 

問問
ピ
ア
ノ

と
遊
ぼ
う 

高
橋  

☎
０
９
０
‐

７
１
９
０
‐
５
４
９
８  

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　
し

催
　
　
し

令和８年度体育施設の一般開放にあたって令和８年度体育施設の一般開放にあたって
利用ルールを変更します

他他 �各施設のスケジュールや利用料金など詳細は右記二次元コー
ドから確認してください。

問問 生涯学習課 管理・スポーツ係　 ☎ 62‐5322（内線 322）

　笹神体育館、安田体育館、水原総合体育館、京ヶ瀬小学
校体育館では予約なしで利用できる一般開放（当日受付・
個人利用）を行っています。
　4 月から、限られた公共スペースを公平かつ安全に利用
できるよう、次のルールに変更します。

～新しい利用ルール～～新しい利用ルール～
①「2 時間・完全入替制」の導入①「2 時間・完全入替制」の導入
　　利用を「1 枠 2 時間」とし、入替制で実施します。
②② 利用場所の指定（場所取りの解消）利用場所の指定（場所取りの解消）
　�　�受付時に利用場所（最大アリーナ 1/4 面）を指定します。指定場所以外で

の利用や、他の利用者とのスペースの共同利用（合流・場所の貸し借り）
は禁止します。

③③ 専有利用枠（団体予約）の拡充専有利用枠（団体予約）の拡充
　　�「週末にチームで練習がしたい」といった声に応え、一部の時間帯を専有利

用枠へ変更します。　※要事前予約
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催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

利
用
説
明
会

◎
夜
間
説
明
会

◎
夜
間
説
明
会

○
水
原
総
合
体
育
館

日日
４
月
１
日
（
水
）、19
日
（
日
）、

5
月
13
日
（
水
）、
17
日
（
日
）

午
後
７
時
30
分
～　

定定
各
日
10

人
程
度 

先
着

○
笹
神
体
育
館

日日
4
月
13
日
（
月
）、
5
月
11
日

（
月
）
午
後
７
時
30
分
～　
定定
各

日
10
人
程
度 

先
着

◎
昼
間
説
明
会

◎
昼
間
説
明
会

○�

水
原
総
合
体
育
館
・
笹
神
体

育
館

日日
月
～
金
曜
（
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）、
午
後
１
時
30
分
～

４
時  

申申
・
問問
水
原
総
合
体
育

館  

☎
62
‐
０
６
５
６
、
笹
神

体
育
館　

☎
61
‐
２
１
１
１　

※
前
日
ま
で
に
要
申
し
込
み　

IDID
＝＝
２
２
０
５

く
ら
し
く
ら
し・・相
談
相
談

Life･ Consultation

分
田
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
を
利
用
し
ま
せ
ん
か

　

分
田
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
は
、
多
目
的
ホ
ー
ル
や
会

議
室
、
調
理
実
習
室
な
ど
が
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
な
用
途
で
利

用
で
き
ま
す
。
空
き
状
況
の
確

認
や
予
約
は
笹
神
支
所
３
階 

農

林
課
ま
た
は
下
記
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

料
金
な
ど
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問問
農
林
課 

農
林
企
画
係　
☎
61

‐
２
４
７
８　
IDID
＝＝
１
１
８
５
３ 分田農村環境改善センター

～エアコンや冷蔵庫、LED 照明器具の購入を考えている人へ～～エアコンや冷蔵庫、LED 照明器具の購入を考えている人へ～

省エネ家電への買い換えを補助します

問問 市民生活課 脱炭素・SDGs 推進室 環境係  ☎ 62‐2510（内線 2104）

詳細はこちら

申請期間 4月1日（水）～（予算上限に達した時点で受付終了）

その他
購入・設置前に申請が必要です。購入・設置前に申請が必要です。申請書類やその他の条件
など、詳細は右記二次元コードから確認してください。

　エネルギー価格の高騰による家計の負担を軽減するため、一般家庭に対して、省エネ
性能の高い家電への買い換え費用の一部を補助します。

対象機器 エアコンまたは冷蔵庫 LED照明器具

補助金額
対象経費の 2 分の１

（上限 5 万円）
対象経費の 2 分の１

（上限２万円）

買い換え機器
の条件

①�平成 28 年以前に製造された既
設の機器から買い換えること

②�統一省エネラベルの多段階評
価点が 3.0 以上の機器に買い
換えること

①�既設の照明器具（ＬＥＤ照明
を除く）から買い換えること

※ランプのみの交換は対象外
②�統一省エネラベルの多段階評

価点が 3.0 以上の機器に買い
換えること

　家電量販店にてエアコンや冷蔵庫を見た際、右記画像のよ
うな評価点が掲載されています。この評価点の 3.0 以上が対
象になります。

統一省エネラベルはここをチェック !
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就
職
相
談
会

日日
４
月
７
日
（
火
）、21
日
（
火
）

午
後
2
時
～
4
時　

場場
水
原
公

民
館　

対対
15
～
49
歳
で
就
業
し

て
い
な
い
人　

内内
面
接
対
応
、

履
歴
書
の
添
削
、
就
職
に
関

す
る
相
談
な
ど　

他他
前
日
ま
で

に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。　

申申
・
問問
下
越
地
域
若
者

サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
新

発
田
市
）　

☎
０
２
５
４
‐
28
‐

８
７
３
５

大
日
原
演
習
場
訓
練
予
定

射
撃
訓
練
＝

射
撃
訓
練
＝
4
月
1
日
（
水
）、

２
日
（
木
）、
７
日
（
火
）、
８

日
（
水
）、
14
日
（
火
）、
15
日

（
水
）
午
前
8
時
～
午
後
９
時　

空
包
等
訓
練
＝

空
包
等
訓
練
＝
4
月
13
日（
月
）、

14
日
（
火
）
午
前
8
時
～
午
後

５
時　

問問
新
発
田
駐
屯
地  

☎

０
２
５
４
‐
22
‐
３
１
５
１

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
　
　
し

催
　
　
し

　市商工会では、1 月に市内 150 の事業者を対象に景況調査（項目：売上・
採算性・仕入単価・販売単価・資金繰り・雇用・景況判断）を実施しました。

　令和 7 年 7 月～ 12 月期（今期）の状況について、令和 6 年 7 月～
12 月（前期）、令和 7 年 1 月～ 6 月（上期）と各々比較した景況実感と
令和 8 年 1 月～ 6 月の見通し（今後）についての調査を行い、市商工会
ホームページに掲載しました。

経 済
動 向

阿賀野市の

相談は無料です。相談は無料です。
気軽に相談してください。気軽に相談してください。

◎弁護士による法律相談◎弁護士による法律相談（ID ＝ID ＝ 2604）
日日 �4 月 1 日（水）
　 午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分（1 人 30 分）
場 場  市役所 1 階「相談室」

※秘密は厳守されます。
※�要電話予約。予約を取り消す場合も連絡してください。
※�相談に来る際は、要点をまとめ、関係資料があれば持

参してください。
≪�お急ぎの人は、次の機関をご利用ください≫
①�法テラス新潟　☎ 0570‐078‐328

平日午前 9 時～午後 5 時
②�新潟県弁護士会　☎ 025‐222‐5533

平日午前 9 時～午後 5 時

申申・問問 �市民生活課 相談係　☎62‐2510（内線 2106）

　経営上の問題点としては、「仕入単価の上昇」を挙げ

た回答が最も多く、48.3％48.3％でした。

　次いで、人手不足（32.7％）、店舗設備の老朽化
（25.2％）需要の停滞、経費の増加となっています。

　仕入れに関する設問と、経営上の問題点
に上がった「仕入単価の上昇」は、販売価
格に転嫁できないと利益を圧迫してしまい
ます。適切な価格設定が必要です。
　また、「働き方改革」により、毎年「最低
賃金」が更新されています。今後もこの流
れはしばらく続くと予想されます。業務を
見直し、省力化・DX 化をすすめる必要が
あります。

　　　　　　　　　　　　　問問 市商工会　☎ 62‐2047

他他 �市商工会では、各種問題の相談対応、また
後継者不足に対応した事業承継問題にも他
の支援機関と連携し対応していきます。

※��景況調査全体の報告書など詳細
  は、右記二次元コードから確認
  してください。
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氏名 保護者名 誕生日 住所

笠原　晟
く お ん

音 桃　子 2.5 保　田

川口　源
げ ん と

斗 魁 2.16 保　田

清野　光
ひ か り

莉 洸　太 2.16 緑　町

近藤　彩
い ろ は

葉 洋　介 2.21 下黒瀬

（2 月 16 日～ 28 日届出分、敬称略）

氏名 年齢 死亡日 住所

横山　　𫝆 89 歳 2.14 里

小野　秀雄 77 歳 2.14 百津町

鈴木ヨシミ 96 歳 2.16 七　浦

小山　昭惟 92 歳 2.16 山　倉

古日山　武 89 歳 2.17 分　田

石黑　　進 86 歳 2.17 山　崎

阿部ハツヱ 100 歳 2.19 駒　林

齋藤　　清 88 歳 2.19 山口町 2

小林トヨミ 82 歳 2.20 深　堀

小見　重衛 81 歳 2.21 堀　越

市川　一郎 91 歳 2.22 千唐仁

齋藤　　茂 62 歳 2.22 緑　岡

石山　一雄 88 歳 2.22 上飯塚

金子　一也 93 歳 2.23 小河原

齋藤　重美 90 歳 2.24 窪川原

大竹　富弘 83 歳 2.24 北本町

田代ムツ子 83 歳 2.25 野　村

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

診　療　日 診 療 医 院 電 話 番 号

3月22日（日） 内科・循環器内科かねこ医院（南安野町） 47‐3297

3月29日（日） うちだ内科医院（市野山） 61‐2020

4月 5日（日） わだ耳鼻咽喉科クリニック（下条町） 63‐1212

4月12日（日） 安田診療所（保田） 68‐2148

4月19日（日） 佐藤眼科医院（中央町） 63‐2660

問問 危機管理課 危機管理係　☎ 25‐7194

1  安全安心メール（登録制）
2  電話自動応答　☎ 62‐8
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３ ホームページ
    放送後２日間、トップページに表示されます。

防災行政無線の放送内容が確認できます
安全安心メール
登録はこちらから

ＤＶ・児童虐待・ひきこもり ～連絡・相談ください～

◎�水原保健センター　☎ 62‐251062‐2510
　 月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前 8 時 30 分～午後 5時15 分
◎�ＤＶ・児童虐待は、次の電話窓口で 24 時間相談に応じます。
　・県DV相談ナビ　☎＃＃88

は れ れ ば
000088（有料）

　・児童相談所虐待対応ダイヤル　☎ 11
いちはやく

8989（無料）
◎望まない妊娠や性暴力などの相談（24 時間 365 日相談に応じます。）
　・トキほっとライン　☎＃＃88918891（無料）

診療時間：日曜日 午前 9 時～正午
市ホームページにも掲載しています。休日診療

※診察を希望する人は、事前に問い合わせください。
※�下記日程以外は新発田地区救急診療所（☎ 02540254

‐‐2323‐8350‐8350））などを受診してください。

救急医療電話相談
経験豊富な看護師などが受診の必要性や対処方法などを助言します。

   月～土曜…午後６時～翌朝午前 8 時
   日曜・祝日（振替日含む）…午前８時～翌朝午前８時
   ※ゴールデンウィークおよび年末年始は 24 時間相談実施　

◎大人の救急医療電話相談◎大人の救急医療電話相談（おおむね 15 歳以上の人）
＃ 7119＃ 7119　または　☎ 025‐284‐7119025‐284‐7119

◎こどもの救急医療電話相談◎こどもの救急医療電話相談（15 歳未満の人）
＃ 8000＃ 8000　または　☎ 025‐288‐2525025‐288‐2525

今月の納期限は 3 月 31 日（火）です

◆ �納付は、確実で便利な口座振替をおすすめします。

○介護保険料（12期）
○�国民健康保険税 （9期）
○後期高齢者医療保険料（12期）


